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◆

2013年の流行語大賞にも選出された、「ブラッ

ク企業」という言葉。明確な定義があるものではあ

りませんが、ブラック企業対策プロジェクトでは一

応、「異常な長時間労働やパワーハラスメントなど

劣悪な労働条件で従業員を酷使するため、離職率も

高く、過労にともなう問題等も起きやすい企業のこ

と」との定義付けを行っています。 

一時は毎日のようにメディア等で目にしたキー

ワードですが、最近はそうしたことも尐なくなくな

り、一時期の流行は去った感を持っている方も多い

のではないでしょうか。 

しかし、日本労働組合総連合会（連合）が行った

調査で、４人に１人が「勤務先はブラック企業であ

る」と感じており、特に 20代ではこの割合が３人

に１人となることがわかりました。 

「ブラック企業」は、まだまだ関心が高いキーワ

ードであることが窺えます。 

◆

同調査は、それぞれの労働者が「自分の勤務先が

ブラック企業であると考えているかどうか」を問う

ものであり、客観的な指標をもとにブラック認定を

行うものではありませんが、ハラスメントの考え方

と同様、労働者個々が「勤務先がブラック企業であ

る」と考えているというのは、「ブラック企業のよう

な働かせ方をされている」と感じているということ

であり、働かせ方等を考えるうえで大きなポイント

となります。 

この点、同調査によると、勤務先がブラック企業

だと思う理由の上位は「長時間労働が当たり前」、「仕

事に見合わない低賃金」、「有給休暇が取得できな

い」、「サービス残業が当たり前になっている」…等

となっています。 

労務トラブルの発生を防ぐという観点からは、こ

れらの要因をいかになくしていくかが検討されるべ

きです。 

 

◆

また、転職意向がある人に転職先を探す場合に重視するポイントを尋ねたところ、３人に１人は「ブラック

企業などの悪いうわさ（がないか）」を重視すると回答しています。 

人材不足時代にあって、採用活動が成功するかどうかは「ブラック企業と認識されていないこと」が重要な

ポイントとなってくるとも言えそうです。 

まだまだ労務管理上、「ブラック企業」というキーワードには注視が必要です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「社内 SNS」の広まりと中小企業における活用

◆メールに代わる 

コミュニケーションツール 

現在、各方面で Facebook をはじ

めとした SNS（ソーシャル・ネット

ワーキング・サービス）の活用が進ん

でいますが、企業のコミュニケーショ

ンツールにも影響を与えています。 

これまで社内におけるオンライン

上のコミュニケーションツールとし

てはメールが中心でしたが、新たに

SNS の仕組みを社内向けに応用した

サービスである「社内 SNS」が、社

内の報・連・相の手段として導入され

始めています。 

◆どのようなものがある？ 

株式会社シード・プランニングが運営す

る、デジタル領域専門の市場・サービス評

価機関、デジタルインファクトによる調査

結果によると、2014年の社内 SNSサー

ビスの市場規模は 26 億円（対前年比

129％）と推測されています。 

この調査では、社内 SNSサービスを、

全社的な利用、他の業務用ソフトとの連動

を想定した「業務推進に利用されるポータ

ル型」と、社内の部署単位などでのコミュ

ニケーション促進や情報共有を目的にし

た、尐人数からの利用が可能な「コミュニ

ケーション促進型」に分けています。 

◆中小企業での活用にも可能性 

「コミュニケーション促進型」の社内 SNSサービスを中心

に、基本利用料が無料であったり申込みがネット上でできた

りするなど、気軽に利用できることから、トライアルで利用

するユーザーも多いようです。 

サービスによっては比較的安価で導入することができる

ため、中小企業でも徐々に活用が進んでおり、社内 SNS に

馴染みがない企業にとっても導入の敷居は高くはないよう

です。 

◆導入失敗例もあるが… 

「社内で利用者がまったく増えない」「単なる雑談チャッ

トとして利用されている」等、導入失敗例も多いようですが、

コミュニケーションの円滑化や業務効率化、情報の地域格差

の解消等に一役買うことが示されており、今後、中小企業で

の利用拡大も期待されています。 

これまで 70 歳未満の被保険者等に係る自己負担限

度額については、所得区分が 3 段階に分かれていまし

たが、今般この区分が 5 段階に細分化されます（平成

27 年 1 月診療分より）。 

自己負担限度額は、年齢（70 歳未満の人、70 歳以

上 75 歳未満の人）と所得により区分されています（70

歳以上 75 歳未満の人については、今回は変更なし）。 

 

【70歳未満の人の区分】 

（１）標準報酬月額 83万円以上の人 

252,600 円＋(医療費－842,000円)×1％ 

［多数回該当：140,100円］ 

（２）標準報酬月額 53万円以上 83万円未満の人 

167,400 円＋(医療費－558,000 円)×1％ 

［多数回該当：93,000円］ 

（３）標準報酬月額 28万円以上 53万円未満の人 

80,100 円＋(医療費－267,000円)×1％ 

［多数回該当：44,400円］ 

（４）標準報酬月額 28万円未満の人 

57,600円  ［多数回該当：44,400円］ 

（５）市町村民税が非課税の人 

35,400 円  ［多数回該当：24,600円］ 

怪我や病気がひどく、医療費が高額になってしまった場

合、申請により一定の金額（自己負担限度額）を超えた分

が後から払い戻される健康保険の制度が、「高額療養費制

度」です。 

また、事前に医療費が高額になることがわかる場合に

は、「限度額適用認定証」というものを提示して、支払時

に減免された額だけ支払えば済む方法もあります。 

払い戻しは、病院等から提出される診療報酬明細書（レ

セプト）の審査を経て行われますので、診療月から 3 カ月

以上はかかるのが通常です。また、申請時には病院等の領

収書が必要になります。申請書の提出先は、全国健康保険

協会または加入している健康保険組合です。 

なお、他の家族（被扶養者）が同じ月に病気やけがをし

て医療機関にかかった場合や、1 人が複数の医療機関で受

診した場合などは、自己負担額を世帯で合算することがで

きますので、確認するとよいでしょう。 

さらに、高額療養費を受けた月が、直近 12 カ月間に 3

回以上あったときは、4 回目からは自己負担限度額が低減

されます（多数回該当の制度）ので、その点も確認してお

きましょう。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 月 2 日 

○ 法定調書＜源泉徴収票・報酬等支払調書・同合計表＞の提出［税務署］ 

○ 給与支払報告書の提出＜1 月 1 日現在のもの＞［市区町村］ 

○ 固定資産税の償却資産に関する申告［市区町村］ 

○ 個人の道府県民税・市町村民税の納付＜第４期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働者死傷病報告の提出＜休業４日未満、10 月～12 月分＞ 

［労働基準監督署］ 

○ 健保・厚年保険料の納付［郵便局または銀行］ 

○ 日雇健保印紙保険料受払報告書の提出［年金事務所］ 

○ 労働保険料納付＜延納第 3 期分＞［郵便局または銀行］ 

○ 労働保険印紙保険料納付・納付計器使用状況報告書の提出 

［公共職業安定所］ 

○ 外国人雇用状況報告（雇用保険の被保険者でない場合） 

＜雇入れ・離職の翌月末日＞［公共職業安定所］ 

 

◆上場企業 2,424 社が回答 

公益財団法人日本生産性本部の「メンタル・ヘルス研究所」が、「メンタルヘルスの取り組み」に関する企業アンケート調査の

結果を取りまとめました（上場企業 2,424社が回答。2014年６月～８月実施）。同調査は 2002年から隔年で実施しており、今回

が７回目となります。 

1月の税務と労務の手続提出期限［提出先・納付先］ 

13 日 

○ 源泉徴収税額（※）・住民税特別徴収税額の納付 

［郵便局または銀行］ 

※ただし、６ヵ月ごとの納付の特例を受けている

場合には、２６年７月から１２月までの徴収分を

１月２０日までに納付 

○ 雇用保険被保険者資格取得届の提出 

＜前月以降に採用した労働者がいる場合＞ 

［公共職業安定所］ 

○ 労働保険一括有期事業開始届の提出 

＜前月以降に一括有期事業を開始している場合＞ 

［労働基準監督署］ 

20 日 

○ 特例による源泉徴収税額の納付 

＜前年７月～12 月分＞［郵便局または銀行］ 

 

本年最初の給料の支払を受ける日の前日まで 

○ 給与所得者の扶養控除等（移動）申告書の提出 

［給与の支払者（所轄税務署）］ 

○ 本年分所得税源泉徴収簿の書換え［給与の支払者］ 

 

「メンタルヘルス」に対する取組みの最新実態 

◆「心の病」の増減傾向と年齢層 

最近３年間の「心の病」が「増加傾向」と回答した企業は29.2％

（前回調査比8.4％減）、「横ばい」と回答した企業は58.0％（同

6.6％増）でした。 

過去８年間の結果と比べると「増加傾向」の割合は減少して

きているものの、「減少傾向」にまで至っている企業は10％に満

たず、高止まりとなっています。 

また、「心の病」にかかる年齢層では、一番多い30代が38.8％

（同3.9％増）、40代が32.4％（同3.8％減）となっており、両

世代にまたがる課題となっています。 

さらに、10～20 代の割合は 18.4％（同 0.4％減）ですが、対

象人数が少ないことを考慮すると高率であり、「心の病」を課

題とする世代は広がっている傾向にあります。 

◆「改正労働安全衛生法」への対応 

労働安全衛生法の改正により、従業員のストレスチェッ

クが義務化されます（2015 年 12 月）。 

今後は、これへの対応についても十分に検討し、メンタ

ルヘルス対策を講じていかなければなりません。 

◆組織風土と「心の病」の関係 

「心の病」が「増加傾向」の組織では、「個人で仕事をす

る機会が増えた」について、肯定率が 52.1％となったほか、

「職場での助け合いが少なくなった」については同 49.3％、

「職場でのコミュニケーションが減った」については同

58.9％となりました。 

取り組みを始めたいが、自社内で全部を行うのが難しい・・・ 

というときはお声がけください！！ 

最小のコストで最大の効果を発揮するプログラムをご提供いたします。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 


